
オープンイノベーション促進税制 申請手続きについて

経済産業省への事前相談※１

スタートアップ企業への出資

経済産業省への事前相談※１

経済産業大臣への証明書交付申請

経済産業大臣による証明書の交付

税務申告

事業年度末日の
60日前～30日後

相談から
30日以内に回答

申請から
60日以内に交付

※１：事前相談は任意ですが、証明書交付申請の円滑化のためお勧めしております。 なお、出資前の相談・出資後の相談のいずれも可能です。
※２：令和４年３月３１日までに取得する株式は５年。

相談から
30日以内に回答

株式取得日から３年※２経過するまで、
毎事業年度末に継続証明書交付申請を行う

手続きの流れ 主な提出書類

１．案件概要スライド（事前相談・本申請）

２．別表（本申請）


